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岡田克也代議士との懇談会 

「農地付き空き家」の手引きについて 国土交通省土地・建設産業局 

大紀町土砂災害特別警戒区域等の指定について  

 
 今般、大紀町において、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２

年法律第５７号）に基づく土砂災害特別警戒区域等が下記のとおり指定されましたので、重要事項説明等

においてご留意願います。 
 

  指定地 区：大紀町崎 外 

  指定年月日：平成３０年３月２日 

  告示番 号：三重県告示第 144 号、145 号  
 
※県公報及び指定区域図などについては、次のリンク先をご参照ください。 

◇県公報 http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000768568.pdf 

◇指定区域図など http://www.pref.mie.lg.jp/HOZEN/HP/06770006284_00003.htm 

 ３月１９日、岡田克也事務所において、 

本部長ほか８名の役員が代議士と懇談し、 

不動産業を取り巻く諸事情、特に空家・空地の

未登記物件があるため、登記制度の充実強化、

また、地方行政に対しては固定資産課税台帳・

農地台帳・評価証明書の取得等の不動産に関わ

る情報を宅地建物取引士に開示できるように

する等の政策を要望しました。 

三重県県土整備部 

 今般、地方における空き家の利活用や移住促進等に向けて、農林水産省経営局の協力を得て、「農地付

き空き家」の円滑な活用に資する関連制度のほか、各自治体や農業委員会の取組事例等を手引きとして 

取りまとめました。 

 ぜひ、農地付き空き家の流通・利活用に取り組まれる際には、「農地付き空き家」の手引きをご活用くだ

さい。 

 

○「農地付き空き家」の手引きは、下記国土交通省ＵＲＬからダウンロードできます。 

 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000095.html 

三重県本部 物品販売のご案内 

 三重県本部では、会員の皆様の利便を図るため、下記の物品を販売して

おります。ご注文はお電話・FAXでお受けいたします。 

  

★表紙（売買・重説・媒介・賃貸） 1 セット(20 部)   800 円 

★重説補足資料 冊子            １部   100 円 

★従業者証明書 台紙            １部    30 円 

  

※住宅新報社、動産社の取引成立台帳を取扱っています。 


